
令和 8 年度建築研究所火災等損害補償業務 仕様書 

 

１ 件 名 令和8 年度建築研究所火災等損害補償業務  

 

２ 保 険 の 種 類 火災保険 

 

３ 概 要  国立研究開発法人建築研究所が所有している建物、建物設備及び実験装置等

の管理において、火災等の発生により損害を被った場合に、保険によりその損害

を補填することを目的とする。 

 

４ 保 険 契 約 者 国立研究開発法人建築研究所 

 

５ 被 保 険 者 国立研究開発法人建築研究所 

 

６ 保 険 期 間 自 令和8 年 4 月 1 日午後4 時から 

   至 令和9 年 4 月 1 日午後4 時まで 

 

７ 保険料払込方法 契約後一括払い。 

※保険料払込猶予特約（独立行政法人用） 

 

８ 仕 様 

 

（１）一般共通事項  契約に関する法令及び国立研究開発法人建築研究所の契約に関する

規定によるものとする。 

 

 （２）特 記 仕 様 

①保険の種類 普通火災保険（オールリスク型） 

 

②保険の目的 国立研究開発法人建築研究所火災損害補償業務/算定資料に係る建

物、建物設備、実験装置等 

 

③担保内容 普通火災保険（オールリスク型）で保障された内容 

ただし、火災、落雷、破裂・爆発、風・ひょう・雪災、水災、電気的・機械的な

事故、車両・航空機の衝突、外部からの物体の飛来、給排水設備の事故

による水漏れ、破壊行為、ガラス・外壁等の破損、その他不測かつ突発的

な事故（地震、噴火、津波は除く）が担保されていること。 



④保険金額 （保険対象台帳価格合計） 

保険対象台帳価格合計 ６，６９９，７４２千円 

          （内訳） 

建物          １，426，142 千円 

建築設備・試験装置等 5，２７３，６００千円 

内訳は、別紙「国立研究開発法人建築研究所火災損害補償業務／算定

資料」のとおりとする。 

 

⑤支払限度額 火災保険普通保険約款による補償部分：保険金額（保険対象台帳価格合

計）に同じ。 

 その他（電気的・機械的な事故、その他の事故）の補償部分は１０億円とす

る。 

 

⑥免責金額 （a） 火災、落雷、破裂・爆発、の場合は０円とする。 

（b） 風、ひょう、雪災は、１事故・１構内につき損害額が２０万円を超えた

場合に、その損害額の全額を支払う。 

（c） 水災は、１事故・１構内につき損害額が１０万円を超えた場合に、その

損害額の全額を支払う。 

（d） 上記以外の事故は１構内につき５万円とする。 

 

⑦最寄消防署 近隣の消防署：当所から７キロメートル以内。 

 つくば市消防本部・中央消防署（つくば市研究学園） 

 つくば市北消防署（つくば市上沢） 

 

⑧その他 ・過去５年以内での損害実績が 1 件ある。 

損害日時：令和7 年3 月13 日 

損害場所：屋外フェンス（敷地外周のフェンス） 

損害状況：フェンス 2 枚の衝突と思われる損傷 

損害金額：３８５,０00 円 

・部外者侵入管理、可燃物納置が適切に行われている。 

・常駐警備員よる入館管理、昼夜間巡視が行われている。 

・対象施設に隣接する他物件との距離は 15 メートル以上である。 

・喫煙は規定された場所に限定されている。 

・外装材、屋根に損傷しやすい建材（スレート、波板、トタンなど）を用いて

いない。  

・屋外に製品、原材料の保管がない。12 時間を超える仮置きもしていな

い。 

・防災用の非常用発電設備が設置されている。 

・全従業員を対象とした防災訓練を年１回以上実施している。 

・屋外保管品や資機材のすべてを強風予想時に収納している。 

・過去５年間に落雷による損害が発生していない。 

・避雷設備が設置され、接続箇所の定期点検および接地抵抗の定期的な



計測を実施している。 

・災害時対応の BCP（事業継続計画）を整備している。 

・過去５年間水災による損害が発生していない。 

・ハザードマップを確認し、浸水想定区域外である。  

・保険の対象にガラス製品や陶磁器や宝石・貴金属は含まれない。 

・機械警備が導入されている。 

・２車線以上の公道、が当該地に面している。 

 

 

  企画部情報・技術課  副参事  

 

 








































